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達
信
一
税
理
士
事
務
所

時
代
を
拓
く
税
理
士
の
会
は
税

理
士
の
資
格
取
得
の
経
緯
や
専

業
や
兼
業
に
と
ら
わ
れ
ず
税
理

士
業
界
に
貢
献
す
る
目
的
で
設

立
さ
れ
た
団
体
で
す
。

（1）
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税
理
士
法
制
定
か
ら
60
周
年
を
迎
え
る
節
目

の
年
に
、
山
川
巽
会
長
の
後
を
継
い
で
東
京
税

理
士
会
の
第
15
代
の
会
長
に
就
任
い
た
し
ま
し

た
。

　

６
月
20
日
に
開
催
さ
れ
た
、
本
会
総
会
で
決

議
さ
れ
た
事
業
計
画
に
則
り
会
務
執
行
を
行
い

ま
す
。

　

本
会
の
、
選
挙
制
度
が
変
更
に
な
り
、
人
事

も
総
会
後
直
ち
に
執
行
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し

た
。
29
名
の
常
務
理
事
会
メ
ン
バ
ー
に
加
え
、

理
事
、
委
員
約
１
３
０
０
名
の
方
に
委
嘱
状
を

送
付
し
、
従
前
よ
り
２
ヶ
月
程
早
く
会
務
を
ス

タ
ー
ト
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

１
．
東
日
本
大
震
災
と
税
理
士
会
の
役
割

　

総
会
で
は
、
５
０
０
０
万
円
の
本
会
に
よ
る

東
北
税
理
士
会
に
対
す
る
支
援
費
が
可
決
さ
れ
、

22
日
に
東
北
会
総
会
で
お
渡
し
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
こ
の
お
金
は
、
東
北
会
に
よ
る
会

員
支
援
及
び
納
税
者
へ
の
税
務
支
援
の
た
め
に

役
立
つ
も
の
と
確
信
い
た
し
ま
す
。

　

東
京
に
は
被
災
地
か
ら
避
難
さ
れ
て
い
る
方

が
約
５
０
０
０
名
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
こ
の

方
々
は
全
員
税
務
支
援
対
象
者
で
す
、
税
務
で

の
扱
い
は
、
現
在
居
住
し
て
い
る
地
の
所
轄
税

務
署
で
相
談
す
る
よ
う
に
と
な
っ
て
お
り
ま
す

の
で
、
東
京
会
の
仕
事
で
す
。

　

ま
た
、
年
末
か
ら
来
年
に
か
け
て
は
、
現
地

に
大
勢
の
税
務
支
援
の
輪
を
構
築
い
た
し
ま
す
。

寝
袋
食
料
持
参
の
キ
ャ
ラ
バ
ン
隊
を
組
織
し
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
我
々
の
任
務
は
大
経
済
圏
東
京
が
、

経
済
復
興
の
原
動
力
と
な
る
こ
と
で
す
。
我
々

の
関
与
先
を
活
性
化
さ
せ
、
経
済
に
活
力
を
与

え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
我
が
国
の
歴
史
を

見
て
も
、
危
機
か
ら
の
脱
出
復
興
が
そ
の
後
の

成
長
に
繋
が
っ
て
い
ま
す
。

２
．
税
理
士
法
改
正
に
向
け
て

　

６
月
末
に
改
正
法
勉
強
会
が
、
日
税
連
と
行

政
の
間
で
い
よ
い
よ
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
ま
ず
、

な
ぜ
今
改
正
な
の
か
で
す
。
税
理
士
は
、
我
が

国
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
登
用
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
地
方
行
政
の
監
査
委
員
、

社
会
保
険
第
３
者
委
員
、
登
録
政
治
資
金
監
査

人
、
成
年
後
見
制
度
、
国
税
不
服
審
判
官
、
さ

ら
に
は
内
閣
府
の
官
吏
、
税
制
調
査
会
委
員
な

ど
活
躍
の
場
は
更
に
拡
大
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

税
理
士
制
度
は
、
こ
の
よ
う
な
国
民
の
期
待

に
応
え
ら
れ
る
制
度
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
税
務
支
援
、
研
修
、
賠
償
責
任
保
険
加
入

義
務
化
、
資
格
取
得
の
整
理
な
ど
は
こ
の
た
め

の
改
正
で
す
。
若
い
人
が
、
存
在
を
掛
け
て
チ

ャ
レ
ン
ジ
し
甲
斐
の
あ
る
制
度
に
改
正
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

３
．
税
制
改
正
お
よ
び
納
税
環
境
整
備

　

23
年
税
制
改
正
大
綱
が
、
半
年
以
上
経
過
し

て
も
着
地
し
て
い
な
い
こ
と
は
異
常
な
事
態
で

あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
国
民
に
と
っ
て
不
幸
な

現
象
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
中
で
次
年
度
の
税

制
改
正
要
望
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

国
税
通
則
法
の
改
正
に
つ
い
て
、
日
税
連
は
日

税
政
と
連
名
で
声
明
を
出
し
、
改
正
提
案
ど
お

り
法
制
化
さ
れ
る
こ
と
を
要
望
し
ま
し
た
。
税

務
審
議
部
、
規
制
改
革
納
税
環
境
整
備
対
策
室

で
の
議
論
を
経
て
、
提
案
し
ま
す
。

４
．
会
務
刷
新

　

２
万
人
会
員
を
抱
え
る
東
京
税
理
士
会
の
会

務
は
、
ど
ん
ど
ん
増
え
る
一
方
で
す
。
た
だ
し
、

例
え
ば
屋
上
屋
を
重
ね
る
よ
う
な
会
務
、
無
駄

な
会
議
は
廃
止
し
た
上
で
、
効
率
的
に
行
わ
れ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

会
議
は
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
す
る
こ
と
を
提
案

し
ま
し
た
が
、
常
務
理
事
会
、
各
部
委
員
会
で

ｉ
Ｐ
ａ
ｄ
を
使
っ
た
会
議
を
実
験
的
に
ス
タ
ー

ト
さ
せ
ま
す
。
成
功
す
れ
ば
次
年
度
は
支
部
長

会
、
理
事
会
で
こ
れ
を
行
い
ま
す
。
研
修
会
も

レ
ジ
ュ
メ
は
事
前
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
も
の
を

各
自
ペ
ー
パ
ー
や
電
子
機
器
持
参
な
ど
で
行
い

ま
す
。

　

会
員
に
配
布
し
て
い
る
ア
ド
レ
ス
を
効
率
よ

く
使
い
、
改
正
法
、
通
達
他
、
会
員
へ
の
伝
達

手
段
に
利
用
し
ま
す
。
ま
た
、
Ｉ
Ｔ
情
報
の
バ

ッ
ク
ア
ッ
プ
に
つ
い
て
、
災
害
時
の
対
策
を
含

め
て
対
応
し
ま
す
。

　

更
に
は
、
東
日
本
大
震
災
の
教
訓
を
総
括
し
、

災
害
対
策
準
備
金
な
ど
の
規
則
整
備
も
行
わ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

山
積
す
る
課
題
を
丁
寧
に
か
つ
迅
速
に
こ
な

さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
役
員
会
一
致
協

力
し
て
執
行
し
て
参
り
ま
す
。
風
通
し
を
よ
く

す
る
た
め
に
は
、「
拓
く
会
」
の
会
員
及
び
役

員
の
方
々
と
の
密
接
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
大
事
と
心
得
て
お
り
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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平
成
23
年
３
月
11
日
の
東
日
本
大
震
災
に
よ

る
強
烈
な
惨
状
・
大
津
波
の
脅
威
の
光
景
・
余

り
に
も
広
範
囲
な
被
害
地
・
激
し
い
地
震
の
揺

れ
の
体
験
・
印
象
・
見
聞
、
ま
た
福
島
原
発
被

災
に
よ
る
放
射
能
と
避
難
問
題
等
は
、
ど
な
た

も
忘
れ
ら
れ
ず
に
、
生
涯
語
り
継
が
れ
る
こ
と

に
な
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
東
北
災
害
戦
争

で
し
た
。

　

大
震
災
義
援
金
の
支
援

　

震
災
被
害
地
支
援
の
義
援
金
は
、「
日
本

赤
十
字
」「
中
央
共
同
募
金
会
」
だ
け
で
も
、

２
９
０
０
億
円
を
超
え
た
模
様
で
す
。
一
般
国

民
の
助
け
合
い
の
気
持
ち
が
伝
わ
り
ま
す
。

  

税
理
士
会
で
も
、
日
税
連
で
は
六
億
円
超
の

義
援
金
が
、
東
京
税
理
士
会
で
も
４
７
０
０
万

円
超
が
集
ま
り
、
ま
た
韓
国
の
「
韓
日
税
務
士

親
善
協
會
」
よ
り
、
５
０
万
円
の
義
援
金
が
東

京
税
理
士
会
に
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。 

　

ま
た
支
部
創
立
60
周
年
記
念
式
典
を
中
止
し
、

そ
の
予
算
額
２
０
０
万
円
を
義
援
金
と
し
た
支

部
も
あ
り
ま
し
た
。
義
援
金
が
被
災
者
復
興
の

大
き
な
支
援
に
な
る
こ
と
を
念
じ
て
い
ま
す
。

　

ふ
る
さ
と
納
税
的
な
義
援
金

　

今
回
の
大
震
災
は
東
北
地
方
ば
か
り
で
は
な

く
、
長
野
県
の
北
部
も
大
き
な
被
害
を
受
け
た
。

私
の
直
接
の
故
郷
で
は
な
い
が
、そ
の
北
部「
栄

村
」 （
野
沢
温
泉
の
奥
地
）
に
、
支
援
と
し
て

義
援
金
を
郵
便
振
替
で
振
り
込
ん
だ
。

　

振
り
込
ん
で
か
ら
３
週
間
程
し
て
、
次
の
礼

状
が
届
け
ら
れ
た
の
に
は
驚
き
ま
し
た
。

 

　

注
釈
に
あ
る
通
り
、
こ
の
義
援
金
証
明
書
で

「
ふ
る
さ
と
納
税
」
の
申
告
に
使
え
る
様
に
工

夫
さ
れ
て
い
ま
す
。「
日
本
赤
十
字
」「
中
央
共

同
募
金
会
」
だ
け
で
な
く
、
被
災
各
県
・
各
市

町
村
へ
の
義
援
金
も
必
要
で
す
。
直
接
に
被
害

地
に
届
け
ら
れ
ま
す
。 

　
「
日
本
赤
十
字
」
経
由
の
義
援
金
で
は
、
今

で
も
配
分
方
法
で
モ
タ
モ
タ
し
、
被
災
者
に
何

時
届
く
か
解
り
ま
せ
ん
。
各
市
町
村
の
義
援
金

専
用
の
郵
便
局
・
振
込
銀
行
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
で
検
索
で
き
ま
す
。
ご
利
用
下
さ
い
。

 

大
震
災
の
貴
重
な
教
訓

  

今
回
の
大
震
災
は
、
大
き
な
被
害
と
多
く
の

犠
牲
者
を
出
し
ま
し
た
が
、
我
々
日
本
人
の
将

来
に
、
多
く
の
貴
重
な
教
訓
を
残
し
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
、
日
本
人
の
弱
い
リ
ス
ク
管
理
へ
の

対
応
の
重
要
性
で
す
。
特
に
原
発
・
停
電
・
放

射
能
・
水
問
題
等
々
に
、
我
々
は
無
関
心
・
無

防
備
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
高
度
成
長
以
来
の

電
気
等
々
を
制
限
無
く
、
使
い
放
題
だ
っ
た
時

代
は
許
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。  

長野県栄村震災義援金 受領証明書
　         金　〇　万　円　

　　上記の金額を受領致しました。

　　　　　　　　栄村村長　

　　　　　　　　　島　田　茂　樹

※ この寄附金は、寄附金税額控除の控除

対象寄附金として、寄附金を支払った翌年の

１月１日現在居住の当該市町村へ（または、

所得税の寄附金控除の適用を受ける為に、所

得税確定申告書を提出する方は税務署へ）申

告することにより、住民税の寄附金税額控除

の適用を受けられます。 

（注１）所得税の寄附金控除、及び住民税の

寄附金税額控除の双方の適用を受けようとす

る場合には、所得税の確定申告書の提出が必

要です。確定申告書に本証明書を添付し、所

轄の税務署へ提出下さい。

（注２）所得税の確定申告書を提出しない給

与所得者、または年金所得者で、住民税の寄

附金税額控除の適用のみを受けようとする場

合は、「道府県民税・市町村民税の寄附金税

額控除申告書」に、必要事項を記載の上、寄

附金を支払った年の翌年の１月１日現在居住

の市区町村へ申告して下さい。　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　（補正あり）



（3）

　

平
成
23
年
１
月
28
日
（
金
）
東
京
税
理
士
会

館
２
階
大
会
議
室
に
お
い
て
、
拓
く
会
研
修
会

を
実
施
い
た
し
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
国
士
舘
大
学
法
学
部
教
授
酒
井
克

彦
先
生
を
お
迎
え
し
、「
事
例
で
考
え
る
税
理

士
が
知
っ
て
お
く
べ
き
加
算
税
制
度
」
〜
過
少

申
告
加
算
税
が
免
除
さ
れ
る
場
合
と
重
加
算
税

が
賦
課
さ
れ
る
場
合
〜
と
題
し
た
内
容
で
講
演

い
た
だ
き
ま
し
た
。
会
場
は
約
一
五
〇
名
の
受

講
者
で
い
っ
ぱ
い
と
な
り
ま
し
た
。

　

同
氏
は
、
国
税
庁
に
お
い
て
税
務
の
審
理
や

教
育
に
携
わ
り
、
長
年
の
租
税
法
お
よ
び
租
税

行
政
に
か
か
る
研
究
か
ら
多
数
の
著
書
を
執
筆

さ
れ
て
い
ま
す
。
お
り
し
も
平
成
23
年
度
税
制

改
正
に
お
い
て
国
税
通
則
法
の
大
改
革
が
な
さ

れ
よ
う
と
し
て
い
た
さ
な
か
で
あ
り
、
税
務
行

政
に
つ
い
て
の
事
前
手
続
、
事
後
救
済
な
ど
手

続
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
は
極
め
て
大
切
で
あ

り
、
そ
の
実
現
に
向
け
た
動
き
に
注
目
す
べ
き

点
を
強
調
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
の
研
修
で
は
、
過
少
申
告
加
算
税
に
つ

い
て
、
ま
ず
国
税
通
則
法
第
65
条
を
確
認
し
、

次
に
所
得
税
、
法
人
税
、
贈
与
税
・
相
続
税
、

消
費
税
に
つ
い
て
の
通
達
を
確
認
し
ま
し
た
。

　

そ
の
上
で
、
過
少
申
告
加
算
税
が
免
除
さ
れ

る
の
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
と
、
修
正

申
告
書
の
提
出
が
「
更
正
が
あ
る
べ
き
を
予
知

し
て
さ
れ
た
も
の
で
な
い
と
き
」
だ
け
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
、
国
税
不
服
審
判
署
で
の
、
過

少
申
告
加
算
税
が
取
り
消
さ
れ
た
事
例
で
説
明

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
の
事
例
は
、
法
人
の
税
務
調
査
担
当
者
が

電
話
で
調
査
日
時
の
取
決
め
を
し
た
日
の
後
２

日
を
経
過
し
て
修
正
申
告
書
を
提
出
し
、
そ
の

後
更
に
調
査
が
あ
っ
た
と
い
う
案
件
で
、
修
正

申
告
書
を
提
出
す
る
時
点
で
、
原
処
分
庁
は
、

講　師
国士舘大学法学部教授

酒  井   克  彦  先生

そ
の
税
務
調
査
に
よ
っ
て
当
初
申
告
が
適
正
で

な
い
こ
と
を
察
知
し
て
い
た
と
認
め
る
こ
と
は

で
き
ず
、
国
税
通
則
法
第
65
条
第
３
項
に
規
定

す
る
「
更
正
が
あ
る
べ
き
こ
と
を
予
知
し
て
」

な
さ
れ
た
申
告
で
は
な
く
、
過
少
申
告
加
算
税

が
取
り
消
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
す
。

　

ま
た
、
重
加
算
税
制
度
に
つ
い
て
は
、
い
わ

ゆ
る
脱
税
行
為
に
は
重
加
算
税
が
賦
課
さ
れ
る

と
と
も
に
刑
事
罰
が
課
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
制
裁
は
憲
法
第
39
条
の
二
重
処
罰

の
禁
止
条
項
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

疑
義
は
あ
る
も
の
の
、
納
税
義
務
違
反
者
の
発

生
を
防
止
し
、
納
税
の
実
を
あ
げ
よ
う
と
す
る

行
政
上
の
措
置
で
あ
る
と
考
え
、
納
税
義
務
違

反
と
い
う
反
社
会
的
な
い
し
反
道
徳
的
行
為
へ

の
制
裁
と
し
て
の
刑
事
罰
と
区
分
す
べ
き
点
明

快
に
ご
説
明
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
（
業
務
対
策
部　

近
藤
正
邦
）

研
修
会
風
景
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入会案内

■
①
平
成
22
年
12
月
２
日

　
『
日
税
連
部
会
』

　
　

・
23
年
度
税
制
大
綱
要
望
事
項
等
に
つ
い
て

■
②
平
成
23
年
１
月
28
日

　
『
認
定
研
修
会
』

　
　

〜
事
例
で
考
え
る
税
理
士
が
知
っ
て
お
く

　
　

べ
き
加
算
税
制
度
〜

　
　

国
士
舘
大
学
法
学
部
教
授

　
　

酒
井
克
彦
先
生

■
③
平
成
23
年
２
月
１
日

　
『
第
３
回
常
任
役
員
会
』

　
　

・
平
成
22
年
度
東
京
会
役
員
選
挙
報
告
の

　
　
　

件

　
　

・
各
部
報
告

■
④
平
成
23
年
５
月
10
日

　
『
第
４
回
常
任
役
員
会
』

　
　

・
支
部
長
会
・
理
事
会
合
同
意
見
交
換
会

　
　
　

開
催
の
件

　
　

・
ゴ
ル
フ
大
会
開
催
の
件

　
　

・
研
修
会
開
催
の
件

（必須）

『
拓
く
会
』
の
動
き

　

こ
の
度
の
東
京
税
理
士
会
の
定
期
総
会
で
、

山
川
前
会
長
よ
り
神
津
会
長
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ

さ
れ
ま
し
た
。

　

当
然
に
山
川
前
会
長
も
神
津
会
長
も
「
時
代

を
拓
く
税
理
士
の
会
」
の
推
薦
を
受
け
て
東
京

税
理
士
会
の
会
長
に
当
選
を
し
て
お
り
ま
す
。

基
本
的
政
策
は
変
わ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

変
化
の
あ
る
部
分
は
、
①
専
務
が
２
人
か
ら
３

人
に
な
り
、
②
副
会
長
が
就
任
し
て
い
た
委
員

会
の
委
員
長
、
室
長
等
は
、
理
事
の
中
よ
り
会

長
が
指
名
し
た
者
が
就
任
す
る
。
③
各
部
会
、

委
員
会
、
室
に
つ
い
て
は
副
会
長
、
専
務
に
割

当
担
当
制
と
な
る
。
④
会
務
制
度
刷
新
特
別
委

員
会
を
設
け
る
等
が
あ
り
ま
す
。

　

会
務
制
度
刷
新
特
別
委
員
会
の
設
置
の
趣
旨

は
、「
本
会
の
会
務
運
営
、
執
行
体
制
等
に
つ

い
て
は
、
特
別
委
員
会
を
設
置
す
る
な
ど
し
な

が
ら
、
過
去
幾
度
と
な
く
見
直
し
が
行
わ
れ
、

そ
の
都
度
、
関
係
規
定
の
改
廃
や
合
理
化
を
図

っ
て
改
善
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
平
成

10
年
以
降
は
特
定
の
事
業
や
施
策
等
に
つ
い
て

見
直
し
が
行
わ
れ
た
も
の
の
、
抜
本
的
、
総
合

的
見
直
し
か
ら
長
期
間
が
経
過
し
て
い
る
こ
と

東
京
税
理
士
会
専
務
理
事

　
　
　
　
　

渡  
邉   

文  

雄　

か
ら
、
そ
の
間
の
本
会
を
取
り
巻
く
環
境
の
変

化
や
将
来
を
踏
ま
え
て
一
層
の
改
善
を
図
る
た

め
の
調
査
、
審
議
を
行
う
」
と
あ
り
ま
す
。
つ

ま
り
、
会
務
運
営
、
執
行
体
制
に
必
要
な
組
織
、

制
度
、
規
則
等
を
横
断
的
、
総
合
的
に
見
直
し
、

将
来
に
向
け
て
合
理
的
な
東
京
会
を
構
築
し
た

い
と
い
う
特
別
委
員
会
で
す
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
神
津
会
長
を
中
心
に
副

会
長
、
専
務
、
常
務
理
事
一
弾
と
な
っ
て
頑
張

り
ま
す
の
で
、
時
代
を
拓
く
税
理
士
の
会
の
ま

す
ま
す
の
応
援
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

　
　

・
会
費
収
納
状
況
等
報
告
の
件

　
　

・「
拓
く
会
通
信
第
24
号
」
の
件

　
　

・
各
部
報
告

■
⑤
平
成
23
年
６
月
29
日

　
『
第
５
回
常
任
役
員
会
』

　
　

・
支
部
長
会
・
理
事
会
合
同
意

　
　
　

見
交
換
会
開
催
の
件

　
　

・
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
ゴ
ル
フ
大
会

　
　
　

開
催
の
件

　
　

・
研
修
会
開
催
の
件

　
　

・
６
／
30
事
業
年
度
終
了
に
係

　
　
　

る
各
部
事
業
報
告
等
作
成
作

　
　
　

業
の
件

　
　

・「
拓
く
会
通
信
第
24
号
」の
件

　
　

・
各
部
報
告

■
⑥
平
成
23
年
７
月
６
日

　
『
東
日
本
大
震
災
支
援
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー

　
　

ゴ
ル
フ
大
会
』

　
　

〜
高
麗
川
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
〜

■
⑦
平
成
23
年
７
月
８
日

　
『
認
定
研
修
会
』

　
　

〜
相
続
税
の
ポ
イ
ン
ト
と
小
規

　
　
　

模
宅
地
の
実
務
〜

　
　
　
　

税
理
士　

岩
下
忠
吾
先
生

「
神
津
執
行
部
の

　
　
　
　

新
体
制
」

―◇総会のお知らせ◇―

日　時　平成23年9月10日（土）
　　　　研修会
　　　　　13：30 ～ 15：30
　　　　総　会　　　　　　　
　　　　　15：40 ～ 16：40
　　　　懇親会　　　　　　　
　　　　　16：40 ～ 18：40　
場　所　東京税理士会館２階
　　　　　　　　　　大会議室

拓
く
会
サ
テ
ラ
イ
ト


